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前払式支払手段の媒体等

🄫2023 Japan Payment Service Association

紙 型

○△商品券
1,000円

○×カード
1,000度

ＩＣ型

ＩＣチップ
10,000円

人の目で確認
（証票等を交付）

ＰＯＳレジ・
決済端末

（カードを提示）

決済端末
（カードやスマホ
等を提示）

磁気型

サーバ型

○×カード

ＩＤ番号

ＰＯＳレジ・
決済端末

（カードを提示）

ＩＤ番号

読取り機
（カード・スマホ等
のコードを読取る）

カード・シート・メール

ＩＤ番号

ウェブサイト等で
カードやメールで通
知されたID番号を
入力（ＩＤ番号を通知）

サーバに
財産的価値を

記録
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前払式支払手段の発行者の推移

🄫2023 Japan Payment Service Association

年間発行額・回収額・基準日未使用残高の推移発行者数の推移

（単位：億円）
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（単位：者）

資料提供：金融庁



媒体別発行額、回収額及び未使用残高の推移

🄫2023 Japan Payment Service Association
3参考：調査対象発行者数2004者に対する回答者（回答率37.8%）出所：日本資金決済業協会 第24回発行事業実態調査統計（令和３年度版）



⚫ 利用したことがあるものにおいて、『紙型の商品券』「クレジットカード」「ポイント」「現金」が8割を超える。
⚫ 最も頻繁に利用するものにおいて、「現金」が34.8%で最も高く、「クレジットカード」が32.5%で続く。

▼ 支払手段（大分類）の利用経験率
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出所：前払式支払手段の利用実態調査2022年結果報告書（2022年2月一般社団法人日本資金決済業協会）
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市場浸透度の把握



⚫ 『紙型の商品券』や『磁気型カード』は利用経験は高いが利用頻度は低く、年に1回も利用していないが半数を占める。
⚫ 一方、『IC型プリペイドカード』や『モバイル』、『QRコード』は利用頻度が高く、特に『QRコード』は月に数回以上の利用者が7割を超える。

また、『サーバ型』でも「店舗とネット上のどちらでも利用できる電子マネー」「特定の店舗で利用できる電子マネー」の利用頻度がやや高い。
（約4割が「月に数回」以上利用）

市場浸透度の把握
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▼ 支払手段（小分類）の利用頻度

※各利用経験者

🄫2023 Japan Payment Service Association

出所：前払式支払手段の利用実態調査2022年結果報告書（2022年2月一般社団法人日本資金決済業協会）
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高額電子移転可能型前払式支払手段への対応
マネロン上のリスクが特に高い 「 高額のチャージや移転が可能なもの 」 （「 高額電子移転可能
型 」） の発行者に対し 、 資金決済に関する法律において業務実施計画の届出を求めるとともに、
犯罪収益移転防止法に基づく本人確認等の規律を適用

価値の移転不可

交通系ICカード等

アカウント残高が譲渡不可なもの

価値を電子的に移転可能
【電子移転可能型】

アカウント残高が譲渡できるもの
 ① 残高譲渡型

電子ギフト券等
 ② 番号通知型（狭義）

国際ブランドプリペイドカード
 ③ ②に準ずるもの

高額の価値移転等を行うことができる
第三者型前払式支払手段【高額電子移転可能型】*
※犯収法の適用対象

前払式支払手段の発行者

*高額の閾値
「高額電子移転可能型前払式支払手段」に該当する金額基準の定義 ※いずれも第三者型前払式支払手段が対象

①「残高譲渡型前払式支払手段」：移転が可能な１件当たりの未使用残高の額が10 万円を超えるものであること 又は
移転が可能な１か月間の未使用残高の総額が30万円を超えるものであること

②「番号通知型前払式支払手段」：口座に記録が可能な１件当たりの未使用残高の額が 10 万円を超えるものであること 又は
  口座に記録が可能な１か月間の 未使用残高の総額が30万円を超えるものであること

③「上記② に準ずるもの 」         ：口座に記録が可能 な１か月間の 未使用残高の総額が 30 万円を超えるものであること かつ
使用が可能な１か月間の未使用残高の総額が30万円を超えるものであること

口座の要件（上記①～③共通）   ：未使用 残高の上限額が30万円を超えるものであること（上限額が 30 万円以下の場合は、①～③
                                                に該当しても 、高額電子移転可能型前払式支払手段に非該当） 【 前払式支払手段府令、 告示 】

6



「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むこと

🄫2023 Japan Payment Service Association

資金移動サービスの形態

たとえば、インターネットやモバイルなどを利用した
次のような資金移動サービスが行われています。
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資料提供:金融庁

🄫2023 Japan Payment Service Association

資金移動業の実績推移

年 度
年間送金件数

(件）
年間取扱金額
（百万円）

１件あたりの平均
取扱金額
（千円）

登録資金移動業
者数
（社）

平成26年度 20,236,038 421,623 20 39

平成27年度 25,937,434 547,978 21 44

平成28年度 41,609,029 748,156 17 48

平成29年度 84,071,992 1,087,762 12 58

平成30年度 126,239,217 1,347,292 10 64

令和元年度（注） 454,597,616 2,307,847 5 75

国内 404,901,313 1,180,007 2 36

国外 49,696,303 1,127,837 22 53

令和2年度（注） 963,073,667 3,995,550 4 80

国内 892,640,092 2,595,589 2 39

国外 70,433,575 1,399,956 20 54

令和3年度（注） 1,548,782,833 5,467,864 3 83

国内 1,473,790,829 3,989,725 2 43

国外 74,992,004 1,478,134 19 53

令和４年３月３１日現在

資料提供:金融庁(注)令和元年度から国内、国外別に年間送金件数、年間取扱金額等を表記しております。
国内は国内→国内送金の件数、取扱金額等を、国外は国内→国外送金及び国外→国内送金の件数、取扱金額等
を、また事業者数にうちては登録申請書より表記しております。
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資金移動業の種別の創設

資金移動業では、以下の3つの種別が設けられ、それぞれの種別
に対しリスクに応じた規制を整備

種別 概要

第一種資金移動業 100万円を超える高額送金が取扱い可能であり、厳格な滞留規制等が
課され、業務実施計画を定めて金融庁長官の認可が必要
（事業者数：１）

第二種資金移動業 従来の規制（1件当たり100万円以下の為替取引）を前提として今後も
事業を行う者であり、利用者資金の残高が送金上限額（100万円に相
当する額）を超えている場合には為替取引との関連性を確認し、為替
取引に用いられることがないと認められるものについては保有しない
ための措置を講じることが必要
（事業者数：84）

第三種資金移動業 1件当たりの送金額及び利用者一人当たりの受入額の上限額が5万円
以下の為替取引を取扱う事業者であり、利用者資金を供託などに代え
て自己の財産と分別した預貯金等による管理を行うことが可能
（事業者数：なし）

事業者数：令和５年３月３１日現在

9



スクリーニング調査

出所：資金移動業者が行う送金サービスに関する調査【2022年】結果報告書（2022年6月一般社団法人日本資金決済業協会）

🄫2023 Japan Payment Service Association

◼ 全体における認知率・利用率は、国内・海外ともに「ショッピング・サービス代金の支払」が最も高く、次いで「個
人間送金・受取」が続く。

◼ 認知者におけるこれまでの利用率は、「国内のショッピング・サービス代金の支払」が8割弱で最も高い。
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出所：金融庁の参考資料（犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認方法の概要）
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出所 一般社団法人全国資金決済ネットワークの2022年9月15日付公表資料「全銀システム参加資格拡大決定について」の別紙資料

全銀システム参加資格拡大について



◼ 3年以内送金サービス利用者における、有職者及び学生のペイロール利用意向ありは2割弱。
◼ 性年代別にみると、男性の利用意向が、女性18-29歳を除き、女性に比べて高い。また、男性30代以下、女
性18-29歳の利用意向が高い。

『ペイロール』とは・・・・  
現在の法律では、給与の支払いは「現金の（直接）支払い」または「銀行等の口座への振り込み」に限定されています。今後の制度改正で、銀行以外（資金移動業者）
が行う送金サービスを使って給与の支払いができるようになると、たとえば、給与をプリペイドカード等に直接入金してもらうことができるようになります。

本調査

ベース：有職者（派遣・アルバイトを含む）、学生

出所：資金移動業者が行う送金サービスに関する調査【2022年】結果報告書（2022年6月一般社団法人日本資金決済業協会）
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ペイロール 利用意向



一般社団法人日本資金決済業協会

ご清聴ありがとうございました。

🄫2023 Japan Payment Service Association
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